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	若年がん患者
	在宅療養支援事業
	舞鶴市では、がんで療養する40歳未満の方が、住み慣れたご自宅で安心して療養生活をおくることができるよう、居宅サービスや福祉用具等の費用の一部を助成します。
	対象者
	以下のすべてに該当する方
	がん患者
	他の制度において 同等の助成または 給付を受ける ことができない方
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	舞鶴市の ホームページはこちら！


	手続きの主な流れ
	各種申請に必要な書類は市ホームページからダウンロード可能です。
	利用申請
	在宅療養のサービスを受ける前に、本制度を利用するための申請が必要になります。申請に必要な書類は下記のとおりです。申請窓口まで、郵送又は持参によりご提出ください。
	舞鶴市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書
	「申請者」と「助成対象者」が異なる場合は、別途「委任状」が必要となります。

	舞鶴市若年がん患者在宅療養支援事業にかかる意見書
	医療機関へ作成を依頼してください。 医療機関によっては作成にあたり費用が発生する場合があります。

	上記の申請を市が審査し、承認決定通知書を送付します。 サービスを利用し、事業者へ費用をお支払い後、 下記の助成金交付申請を行ってください。

	助成金交付申請
	助成金の交付を受けるための申請が必要になります。 申請に必要な書類は下記のとおりです。なお、申請は在宅療養サービスが終わった後にまとめてご申請いただくことも、サービス利用中に月単位で申請いただくこともできます。
	舞鶴市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付請求書
	対象者と振込口座の名義人が異なる場合は、別途「委任状」が必要となります。 対象者死亡時に受任者指定がない場合、以降の申請ができません。

	領収書（原本）及び利用したサービスがわかる明細書等の写し
	宛名（フルネーム）、支払日、金額、利用したサービスや商品の内容及びその内訳（利用日や単価等）、領収書発行者名等の記載があるものを添付してください。

	市で内容を審査し、若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付決定通知書を送付します。
	助成金は、指定された口座に約２か月後に振込まれます。
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